
 
 
 

 

｢業務改善助成金｣の活用促進について 

～９月１日から｢業務改善助成金｣が拡充されました～ 

 
高知労働局（局長  中村  克美）は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）

の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援す

るための「業務改善助成金」制度が、９月１日から拡充されたことを受け、高知県

内の事業場に周知するとともに、活用を呼びかけています。  
事業場内最低賃金が 870 円未満の事業場の助成率が９／１０に引き上げられるな

ど、９月１日からの｢業務改善助成金｣の拡充のポイントは次のとおりです。  
 

 【拡充のポイント】 

＜通常コース＞詳細は別添①のリーフレット（青色）をご覧ください。 

■特例（※）の対象事業者及び対象経費の拡充 

※通常コースは、①事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 30 円以内、②規模 100 

人以下の中小事業者が、生産性向上のための設備投資等により賃上げを行う場合、引

上げ額及び引き上げる労働者数ごとに決められた助成上限額の範囲で助成を行う制

度です。新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者に対し

ては、助成対象経費が拡大される特例が設けられています。 

（ａ）「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が

前年同月に比べ３％ポイント以上低下した事業者」を、特例の対象事業者に

追加 

（ｂ）特例の対象事業者となる「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高

等が減少している事業者」の売上減少幅を、30％から「15％」に要件緩和 

併せて、売上高の比較対象期間を２年前まで → 「３年前まで」に変更 

（ｃ）（ａ）また は（ｂ）のいずれかを満たす事業者は賃金引き上げ労働者数 10

人以上の助成上限額区分を利用可能 

（ｄ）特例で助成対象経費となる自動車の要件を「定員 11 人以上」から「定員７

人以上又は車両本体価格 200 万円以下」に緩和 

【照会先】 

高知労働局労働基準部賃金室   

室  長  山中 敬之 

室長補佐  前田 典子 

電話：088-885-6024（直通） 
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■助成率の引き上げ 

（ａ）事業場内最低賃金が 870 円未満の事業場：９／10 

（ｂ）事業場内最低賃金が 870 円以上 920 円未満の事業場：４／５（９／10） 

（ｃ）事業場内最低賃金が 920 円以上の事業場：３／４（４／５） 

※（ ）内は生産性要件を満たした事業者の場合 

「生産性」とは企業の決算書類から算出した労働者１人あたりの付加価値を指し、助

成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基

づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に 、加算して支給 

 

＜特例コース＞ 

詳細は別添②のリーフレット（オレンジ色）をご覧ください。 

■申請期限・賃上げ対象期間の延長 

申請期限： 

［令和４年７月 29 日まで］を、［令和５年１月 31 日まで］に延長 

賃上げ対象期間 

令和３年７月 16 日から［令和３年 12 月 31 日まで］を、 

［令和４年 12 月 31 日まで］に延長 

■対象となる事業者の拡大 ・助成対象経費の拡大 

対象となる事業者の拡大 

（ａ）「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率が前

年同月に比べ５％ポイント以上低下した事業者」を助成対象事業者に追加 

（ｂ）「新型コロナウイル ス感染症の影響により 売上高等が 30% 以上減少した

事業者」の売上高等の比較対象期間を、令和３年４月から［令和３年 12 月ま

で］を［令和４年 12 月まで］に見直し。 併せて、売上高の比較対象期間を

２年前まで → ３年前まで に変更 

助成対象経費の拡大 

助成対象経費となる自動車の要件を「定員 11 人以上」から「定員７人以上又は

車両本体価格 200 万円以下」に緩和 

■助成率の引き上げ 

助成率の引き上げ 

【一律３／４】を､ 事業場内最低賃金額が 920 円未満の事業者は【４／５】に引

き上げ 


